
視
察
研
修
を

終
え
て

説
明
し
て
い
た
だ
い
た
飯
島
町
住

民
税
務
課
長
と
生
活
環
境
係
長

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
条
例
に
つ

い
て
説
明
を
受
け
る

長
野
県
飯
島
町
役
場
に
て

視察研修報告 10月2、３日に2つの委員会合同で長野県駒ヶ根
市社会福祉協議会と長野県飯島町を視察しました。

太
陽
光
発
電
施
設
設
置
規
制
に
つ
い
て

総
務
産
業

委
員
会　

　

平
成
29
年
10
月
３
日
、
所

管
事
務
の
視
察
研
修
を
実
施

し
ま
し
た
。

調
査
事
項

　

長
野
県
飯
島
町
に
は
、
自

然
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
発
電
施

設
の
設
置
条
例
が
あ
る
。
10

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
発
電
施

設
を
計
画
し
た
場
合
、
地
域

住
民
に
説
明
会
を
行
い
、
設

置
計
画
同
意
書
を
町
に
提
出

し
、
許
可
を
受
け
て
か
ら
工

事
を
始
め
る
方
法
で
開
発
を

規
制
し
て
い
る
。�

（
森
）

　

事
業
者
が
20
年
後
、
廃
棄

物
に
な
る
事
も
含
め
、
計
画

段
階
か
ら
地
元
に
説
明
会
を

し
、
許
可
を
受
け
る
。
安
心

感
が
大
き
い
。

　

鳩
山
町
が
行
な
っ
た
場
合
、

条
例
施
行
前
後
の
差
を
ど
の

よ
う
に
埋
め
る
か
が
課
題
と

感
じ
た
。�

（
中
山
）

　
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
設
置
に
つ
い
て
の
条
例
」

を
全
国
で
先
駆
け
て
制
定
し

て
お
り
、
町
の
強
み
で
あ
り
、

財
産
で
あ
る
中
央
、
南
の
両

ア
ル
プ
ス
の
景
観
を
守
り
、

か
つ
住
民
の
住
環
境
を
守
る

と
い
う
取
り
組
み
に
、
し
っ

に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
別
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

飯
島
町
の
基
本
条
例
の
感
想

　

飯
島
町
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

基
本
条
例
は
、
景
観
保
全
の
た

め
政
策
的
抑
止
地
域
を
設
け
、

発
電
所
が
出
来
な
い
範
囲
を
決

め
て
い
ま
す
。
鳩
山
町
も
条
例
、

規
則
が
必
要
と
痛
感
し
ま
し
た
。

　

総
務
産
業
委
員
会
は
長
野
県

飯
島
町
の
、
太
陽
光
発
電
施
設

設
置
規
制
に
つ
い
て
視
察
研
修

を
し
ま
し
た
。

　

飯
島
町
で
は
、
平
成
26
年
２

月
14
日
に
飯
島
町
地
域
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
基
本
条
例
を
策
定
し

ま
し
た
。

　

町
と
地
域
と
業
者
の
３
者
で

作
り
、
第
１
条
か
ら
第
９
条
ま

で
あ
り
ま
す
。

　

第
１
条　

こ
の
条
例
は
、
自

然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
に
関
す

る
基
本
理
念
を
定
め
、
町
民
及

び
事
業
者
の
役
割
を
あ
き
ら
か

に
す
る
。

　

第
２
条　

こ
の
条
例
に
お
い

て
、「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
、

次
に
定
め
る
。

　

第
３
条　

飯
島
町
の
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
、
先
達
が
守
り
育

て
て
き
た
自
然
資
源
で
あ
る
と

の
認
識
の
も
と
、
基
本
理
念
は

守
る
。

　

第
４
条　

町
は
、
地
域
社
会

が
持
続
的
に
発
展
す
る
よ
う
に
、

基
本
理
念
に
沿
っ
て
町
民
や
事

業
者
へ
の
支
援
等
す
る
。

　

第
５
条　

町
民
は
、
基
本
理

念
に
沿
っ
て
他
の
町
民
の
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す
る
権
利
を

尊
重
し
、
主
体
的
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

　

第
６
条　

町
で
活
動
す
る
事

業
者
は
基
本
理
念
に
沿
っ
て
町

民
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
す

る
権
利
を
尊
重
す
る
。

　

第
７
条　

町
は
、
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
活
用
に
関
し
て
は
、

国
、
地
方
公
共
団
体
、
研
究
機

関
、
町
民
、
事
業
者
と
共
に
、

相
互
の
協
力
が
増
進
さ
れ
る
よ

う
努
め
る
。

　

第
８
条　

町
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
活
用
に
つ
い
て
町
民
及

び
事
業
者
の
理
解
を
深
め
る
た

め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

　

第
９
条　

こ
の
条
例
の
施
行
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生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
る

駒
ヶ
根
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
て

「
こ
ま
ち
ゃ
ん
宅
福
便
」
と
は

常任委員会レポート

か
り
と
し
た
町
の
方
針
が
見

え
、
素
晴
ら
し
い
取
り
組
み

と
感
じ
た
。�

　
（
石
井
徹
）

　

駒
ヶ
根
市
社
協
実
施
の
住

民
参
加
型
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
は
、
住
民
同
士
の
き
め
細

か
な
支
え
合
い
が
行
わ
れ
、

高
く
評
価
で
き
ま
す
。
今
後
、

最
多
利
用
の
外
出
支
援
サ
ー

ビ
ス
と
福
祉
有
償
運
送
の
連

携
が
課
題
で
し
ょ
う
。�

　

�
�

（
日
坂
）

　

小
地
域
で
日
常
を
支
え
あ

う
「
こ
ま
ち
ゃ
ん
宅
福
便
」

は
、
昔
の
鳩
山
町
に
あ
っ
た

近
所
付
き
あ
い
と
考
え
る
。

支
え
あ
え
る
関
係
を
作
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、

高
齢
化
が
進
む
中
で
、
ど
の

よ
う
に
組
織
を
育
て
る
か
が

課
題
で
あ
る
。�

（
小
川
）

　

駒
ヶ
根
市
の
地
域
福
祉
事

業
こ
ま
ち
ゃ
ん
宅
福
便
は
、

住
民
参
加
の
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
と
し
て
、
地
域
に
根
差

し
た
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事

業
だ
っ
た
。
当
町
で
も
社
協

の
ふ
れ
あ
い
在
宅
サ
ー
ビ
ス

を
さ
ら
に
充
実
し
、
発
展
さ

せ
る
べ
き
と
感
じ
た
。

�

（
大
賀
）

福
祉
文
教

委
員
会　

　

平
成
29
年
10
月
２
日
、
所

管
事
務
の
視
察
研
修
を
実
施

し
ま
し
た
。

調
査
事
項

ま
す
が
、「
そ
う
い
う
こ
と
に

こ
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
応
え
ら
れ

な
い
」
と
は
っ
き
り
断
わ
る
と

の
こ
と
で
す
。

　

支
援
す
る
人
は
、
２
ケ
月
に

１
回
社
協
に
報
告
書
を
提
出
し

ま
す
。

重
要
な
こ
と
は

　
「
利
用
者
は
「
御
礼
」
の
気

持
ち
が
重
要
」「
末
永
く
続
け

る
た
め
に
有
償
が
良
い
」「
対

等
に
付
き
合
い
、
自
助
、
自
立

を
助
け
る
こ
と
が
重
要
」
な
ど
、

利
用
料
や
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ

ス
の
内
容
と
範
囲
な
ど
参
考
に

な
り
ま
し
た
。

　

生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

「
こ
ま
ち
ゃ
ん
宅
福
便
」
に
つ

い
て

　

長
野
県
駒
ヶ
根
市
は
、
人
口

３
万
２
２
６
６
人
、
１
万
２
６

４
６
世
帯
、
社
協
の
職
員
１
２

４
人
（
正
規
35
、
嘱
託
12
、
臨

時
23
、
パ
ー
ト
54
人
）
で
、
地

域
福
祉
、
障
が
い
者
支
援
、
介

護
保
険
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
16
の
行
政
区
す
べ
て

に
社
協
が
で
き
て
い
ま
す
。

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の

　

平
成
14
年
か
ら
「
住
民
参
加

の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
、
い
つ

で
も
、
だ
れ
で
も
、
こ
ま
っ
た

と
き
の
お
助
け
便
『
こ
ま
ち
ゃ

ん
宅
福
便
』」
を
始
め
、
平
成

28
年
度
に
利
用
者
は
１
０
３
人
、

支
援
す
る
人
は
70
人
で
、
事
業

の
考
え
方
は
、
鳩
山
町
の
「
ふ

れ
あ
い
在
宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
同

じ
で
す
。

サ
ー
ビ
ス
内
容
は

　

特
徴
的
な
サ
ー
ビ
ス
内
容
は
、

外
出
で
食
事
等
同
行
、
家
事
で

整
理
整
頓
、
ゴ
ミ
出
し
、
動
物

の
世
話
な
ど
、
介
助
・
見
守
り

で
食
事
介
助
、
身
体
介
助
、
入

浴
介
助
、
話
し
相
手
、
見
守
り

な
ど
、
そ
の
他
で
は
、
子
ど
も

支
援
、
農
作
業
、
草
取
り
、
庭

手
入
れ
、
住
宅
修
理
な
ど
の
日

常
生
活
上
必
要
と
す
る
援
助
で

す
。

　

利
用
時
間
は
、
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
６
時
ま
で
。
利
用

料
は
、
目
安
と
し
て
１
時
間
当

た
り
８
０
０
円
、
移
動
の
燃
料
、

買
い
物
の
材
料
費
等
は
実
費
負

担
で
す
。
利
用
者
と
支
援
者
の

直
接
や
り
取
り
で
決
め
ら
れ
ま

す
。

　

契
約
書
を
作
り
、
社
協
が

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
ま
す
。

「
は
っ
き
り
断
る
こ
と
」

　

困
り
事
に
は
色
々
あ
っ
て
専

門
的
で
、
難
し
い
こ
と
も
あ
り

13　はとやま議会だよりNo.139
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